
竜王町地域防災計画の修正概要
統計データの更新による見直しや、組織改編による名称変更など、時点による修正については、含まず、重要

な修正点を抜粋したものです。

竜王町地域防災計画

① 災害対策基本法第42条の規定に基づく法定計画であり、町長を会長とする竜王町防災会議

が作成する計画。

② 防災上必要となる諸計画について、町をはじめ関係機関の役割を明らかにして災害対応体制

を整備することにより、住民の生命、身体および財産を保護することを目的とする。

③ 「総則編」「災害予防計画編」「災害応急対策編」「災害復旧計画編」「原子力災害対策編」

「資料編」の６編を作成しており、毎年検討を加え必要があると認めるときは修正をしなければ

ならない。

1



滋賀県防災会議

滋賀県地域防災計画（第40条）

中央防災会議

防災基本計画（第34条）

竜王町防災会議

竜王町地域防災計画（第42条）

指定行政機関・
指定公共機関

防災業務計画
（第36条、第39条）

基づき作成

基
づ
き
作
成

抵触してはならない

抵触してはならない
抵触してはならない

災対法に定められる防災計画の体系
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計画の概要

第１編 総 則
第１章 計画の目的および方針

第２章 各機関と住民・事業所の役割と責任

第３章 竜王町の概況

第４章 町の防災環境

第２編 災害予防計画
第１章 災害に強い「基盤」づくり

第２章 災害に備えた「しくみ」づくり

第３章 地域防災を支える「人」づくり

3



計画の概要

第３編 災害応急対策計画
第１章 活動体制の確立

第２章 情報収集伝達・警戒活動体制

第３章 消防・救急救助・医療救護対策

第４章 避難収容対策

第５章 交通対策、緊急輸送対策

第６章 二次災害防止、ライフライン等応急対策

第７章 災害別対策計画

第８章 被災者の生活支援対策

第９章 衛生環境等の対策

第10章 南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡大防止対策
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計画の概要

第４編 災害復旧計画
第１章 計画的な復興・復旧

第２章 被災者・被災中小企業等への支援

第５編 原子力災害対策編
第１章 総則

第２章 災害事前対策

第３章 緊急事態応急対策

第４章 原子力災害中長期対策

資料編 全４５６ページ
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修正の要旨

① 竜王町地域防災計画について、災害対策基本法の改正や、新型コ

ロナウイルス感染症対策、これまでに発生した災害の教訓等を踏

まえ、県の地域防災計画、国の防災基本計画に基づき見直しを行

なった。

② 令和２年の修正を最後に、約３年間ぶりの修正となることから、その

間、改正された法律や、新たに位置づけ等が行われた事項等を踏

まえ見直しを行なった。
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主な修正項目

① 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の追加

② 竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

③ 竜王町防災行政情報システムの整備

④ 無電柱化の推進

⑤ 雪害予防対策

⑥ 新たに締結した災害応援協定

⑦ 防災教育の推進

⑧ 防災組織活動体制の基準見直し

⑨ 新型コロナ感染症等を踏まえた避難所運営

⑩ 移動系無線の廃止、IP無線の整備
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主な修正項目①

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の追加

◼ 令和２年１０月に新たに「土砂災害警戒区域」および「土砂災害特別警戒区域」が滋賀県より指定された

ことを踏まえ修正。

前 後

土砂災害警戒区域（土石流） ６か所

土砂災害特別警戒区域（土石流） ３か所

土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）５か所

土砂災害警戒区域（急傾斜地） ６か所

土砂災害警戒区域（土石流） 13か所

土砂災害特別警戒区域（土石流） 8か所

土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）21か所

土砂災害警戒区域（急傾斜地） 28か所

大幅増
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主な修正項目②

竜王町建築物耐震改修促進計画の改定

◼ 令和５年３月に「竜王町建築物耐震改修促進計画」が改定されたことを踏まえ修正。

前 後

◼ 耐震シェルター補助、感震ブレーカー設置補助について追記。

住宅の耐震化率

平成32年度末 90.0％
平成37年度末 95.0％

多数の者が利用する建築物の耐震化

平成32年度末 95.0％
平成37年度末 96.5％

住宅の耐震化率

多数の者が利用する建築物の耐震化

令和７年度末 96.5％

令和７年度末 95.0％
令和12年度末
耐震化が不十分なものをおおむね解消
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主な修正項目③

竜王町防災行政情報システムの整備

◼ 令和３年３月に整備された「竜王町防災行政情報システム」を踏まえ修正。

◼ 竜王町防災行政情報システムの内容

①竜王町防災行政無線

②防災情報アプリ「しるみる竜王」

◼ 竜王町有線放送農業協同組合が解散し

たことを踏まえ修正。

◼ 主な修正箇所

第２編 災害予防計画

第４節 通信放送施設等災害予防対策
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主な修正項目④

無電柱化の推進

◼ 滋賀県地域防災計画において、無電柱化の推進が明記されており、町においても主に緊急輸送道路に指

定されている主要道路について無電柱化を推進するための修正。

災害時に電柱が倒れ、道路を塞ぐ状況が発生す
るなど、緊急の活動に支障が生じることのない
ように、緊急輸送道路を基本に無電柱化に努め
る。

◼ 主な修正箇所

第２編 災害予防計画

第９節 道路施設災害予防対策
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主な修正項目⑤

雪害予防対策

◼ 雪害から町民の生活を守り、冬季の交通の確保を図るために、新たに雪害予防対策を追加。

雪害予防対策概要

雪害から町民の生活を守り、冬季の交通の確保
を図るために雪害対策を推進する。

第１ 道路雪害対策

第２ 地域雪害対策
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主な修正項目⑥

新たに締結した災害応援協定

◼ 令和２年3月以降に、新たに締結した災害応援協定について追記。

主な新規の災害応援協定一覧

・災害時等の相互応援に関する協定 山梨県甲斐市

・災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー株式会社

・竜王町災害ボランティアセンター設置・運営等に関する協定書 竜王町社会福祉協議会

他５協定 全９協定を新たにに締結（R2.3以降）

・竜王町と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書 近江八幡郵便局、竜王町内郵便局

全４１協定
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主な修正項目⑦

防災教育の推進

◼ 消防団員等が参画した学校における体験的・実践的な防災教育の推進に努めることについて追記

竜王中学校１年生「地域・未来創造学習」
における出前講座

竜王中学校避難訓練
竜王町消防団の参画
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主な修正項目⑧

防災組織活動体制の基準見直し

◼ 警戒第1号体制（警戒班）の設置の基準に、注意報の発表と併せて、「河川の水位が基準が超えたとき」を

追加する。さらに「大雨等に関する警報が１つ発表されたとき」についても追加し、より細分化した基準に変

更する。

◼ 長周期地震動階級４が観測された場合にも、災害対策本部を設置する基準を追記。

長周期地震動階級について

◼ 主な修正箇所

第３編 災害応急対策計画

第１節 風水害等に対する活動体制
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主な修正項目⑨

新型コロナ感染症等を踏まえた避難所運営

◼ 新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍を踏まえ、感染症対策に係る避難所運営などについて修正。

新

◼ 主な修正箇所 第３編 災害応急対策計画 第４章 避難収容対策 第２節 避難所の開設・運営

指定避難所の感染症対策

感染症の流行時においては、避難者等に対する手洗い、咳エチケット等の基本的な感染症

対策の徹底、避難所内の十分な換気、避難者同士の十分なスペースの確保に努める。また、

感染症の症状がある者の専用スペースやトイレを確保し、他の避難者との動線を区分する

など、感染症の予防・蔓延防止のための対策を行う者とする。
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主な修正項目⑩

移動系無線の廃止、IP無線の整備

◼ 前防災行政無線である移動系の無線を廃止し、新たに令和3年にIP無線を整備したことによる修正

◼ 主な修正箇所 第３編 災害応急対策計画 第６章 二次災害防止、ライフライン等応急対策

IP無線とは…
携帯電話通信事業者の回線を利用した無線通
信システム。
携帯電話網のデータ通信機能を利用してい
るため、場所や距離に左右されず、広域での
一斉通信が可能。

全１０台を整備
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